
業務の有効性及び効率性の向上  業務に関わる法令等の遵守 資産の保全 財務報告等の信頼性の確保

承認⼿続，効率性・進捗の状況，阻害要因の把握・対策

⽬的【第１条】
国⽴⼤学法⼈⼤阪教育⼤学内部統制システム体制図

内部統制推進責任者（部局等の⻑）
所掌する組織・業務の内部統制の整備及び運⽤の推進，状況把握，⾒直し，是正

【第７条第２項，第３項，第４項】
事務局附属学校園学部 附属図書館 センター系 ⼤学院

職 員
⾃らの職務の位置付け・重要性を認識，内部統制活動に積極的に関与【第８条】

運営機構室ほか
・資産管理室
・教育推進室
・⼊試・学⽣⽀援室
・国際交流推進室
・研究推進室
・地域連携室
・評価室
・広報戦略室

⽇常的・定期モニタリング，独
⽴的評価の結果に基づき，改善
策を指⽰【第４条第３項】

学⻑、監事、危機
管理を担当する理
事に報告

学 ⻑
内部統制担当役員を統括，最終責任を負う【第５条】

総括理事（危機管理担当理事）
内部統制の所掌が複数⼜は共通する事項を調整し、

内部統制の状況を総括する
【第６条第３項、第４項】

各理事等（内部統制担当役員）
所掌する業務の内部統制の整備・運⽤の推進，状況把握・監督

【第６条第２項】

定期報告
【第６条第４項】

問題事案の報告【第７条第５項】

役 員 会（学⻑，理事，監事（陪席））

問題事案の報告【第８条第２項】

定期報告【第７条第２項】

問題事案の報告【第６条第５項】

監査

監事
会計監査⼈
監査室
独⽴的評価

【第１０条第４項】

監察

担当役員
定期モニタリング
【第１０条第３項】

部局等の⻑
⽇常的モニタリング
【第１０条第２項】

学⻑選考・監察会議
監察【第１０条第５項】

モニタリング

モニタリング

モニタリング


